
令和７年度 第２回新潟東警察署協議会議事概要 

 

開催日時  令和７年９月 25日（木）午後４時 00分から午後５時 45分まで 

開催場所  新潟東警察署講堂 

出 席 者 

 

委      員
 

(定数 11人)
 

 

猪俣会長 本多副会長 青木委員 岩浪委員 

相馬委員 樋渡委員  本望委員 水谷委員 

    （会長・副会長以下 50音順） 

計８人 

警   察 
細井署長  佐藤副署長 古泉会計官 

瀧澤警務課長 門間生活安全課長 関口地域課長 

松田刑事課長 成田交通課長 平石警備課長 

計９人 

 

管内の治安情勢 

 署長等から、令和７年８月末現在における管内の治安情勢について、資料に基づき説

明があった。 

前回の答申事項に対する業務推進状況 

署長等から、前回答申した重点推進項目の取組状況について説明があった。 

１ 安心感を高める街頭活動の強化 

(1) 路線バス実車を使用した事案対処訓練を実施した。 

(2) 所管区広報紙を活用した広報を実施した。 

２ 特殊詐欺等被害防止対策の推進 

(1) 特殊詐欺被害防止功労者への署長感謝状を贈呈した。 

(2) 行政機関等と連携した特殊詐欺被害防止活動を実施した。 

(3) 特殊詐欺被害防止に関する講話を実施した。 

３ 交通事故防止対策の推進 

(1) 高齢者交通事故防止対策を実施した。 

(2) 歩行者事故防止対策を実施した。 

 



諮問 

署長から、当面の重点推進事項について次のとおり諮問があった。 

１ 安心感を高める街頭活動の強化 

地域住民の安心感を高めるため、事件事故等多発時間帯・地域に重点を置いた制

服警察官によるパトロール活動を強化して、犯罪抑止、交通事故防止を図るための

『見せる警戒』を強化する。 

２ 特殊詐欺等被害防止対策の推進 

被害の多い手口であるオレオレ詐欺、架空料金請求詐欺等の手口についての防犯 

講話や国際電話利用休止手続き等の説明、関係機関団体と連携した被害防止対策を 

推進する。 

３ 交通事故防止対策の推進 

(1) 薄暮時間帯における高齢歩行者への声掛けと、反射材の貼付による交通安全広

報を推進する。 

(2) 交通事故多発路線や交差点における赤ランプ広報と、交通指導取締り、交通安

全教育を推進する。 

(3) 飲酒運転や交差点関連違反等の取締りを強化する。 

答申  

新潟東警察署協議会として協議、検討した結果、諮問のとおり推進するよう答申し

た。 

意見・要望・質疑、審議等（〇は署長等の説明） 

１ 新潟駅南口の治安と夏休み中の少年補導状況について伺いたい。 

○ 新潟駅周辺では、少年のい集が問題となっております。新潟警察署管内での少

年による犯罪や補導数も増加している状況です。 

  当署管内でも本年８月末現在における少年犯罪や補導数は増加しており、関係

機関団体と情報共有を図りながら少年の健全育成に努めてまいります。 

２ 新潟市東区だよりに警察の広報欄を増やして犯罪抑止広報に活用してはどうか。 

○ 東区役所とも連携しながら、広報欄のスペースを広げていただくよう働き掛け

てまいります。 

速度等取締り指針等の策定  

 交通課長から、交通事故実態に合わせた速度等取締りを実施する旨の説明があっ

た。 



その他 

 

【新設交番「越後石山駅前交番」の見学】 

 

 

【会長挨拶】             【署長挨拶】 

 


